
平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日
提
出

質

問

第

二

一

号

土
地
区
画
整
理
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

保

坂

展

人
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土
地
区
画
整
理
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

第
一
六
九
国
会
質
問
第
四
五
四
号
「
土
地
区
画
整
理
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
お
い
て
、
土
地
区
画
整
理
事
業
が
引

き
起
す
問
題
や
事
業
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
尋
ね
た
。

前
記
質
問
主
意
書
に
対
す
る
政
府
答
弁
は
甚
だ
不
充
分
な
点
が
多
い
の
で
、
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い

て
、
改
め
て
政
府
の
見
解
を
問
う
。

一

第
一
六
九
国
会
質
問
第
四
五
四
号
に
お
い
て
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
段
階
に
お
け
る
事
業
計
画
取
消
訴
訟
に

つ
い
て
質
問
し
た
。
こ
の
場
合
、
「
行
政
庁
が
惹
起
し
て
い
る
計
画
取
消
し
訴
訟
」
が
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
認

可
等
の
取
消
し
を
求
め
る
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
訴
訟
を
意
味
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

答
弁
書
「
一
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
「
当
該
訴
訟
内
容
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る

も
の
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
司
法
の
場
に
お
い
て
判

断
が
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
現
在
、
全
国
で
自
治
体
が
展
開
し
て
い
る
土
地
区
画
整
理
事
業
は
約

一
四
〇
〇
件
と
い
わ
れ
、
そ
の
内
、
約
九
〇
件
に
お
い
て
事
業
計
画
の
取
消
し
訴
訟
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
お
よ
そ
七
％

に
抗
告
訴
訟
が
発
生
し
て
い
る
実
態
を
地
方
公
共
団
体
に
の
み
委
ね
て
、
政
府
と
し
て
拱
手
傍
観
し
て
い
て
よ
い
の
だ
ろ
う

一



か
。こ

の
際
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
認
可
取
消
し
訴
訟
の
事
案
全
て
を
公
表
し
て
、
訴
訟
要
因
と
そ
の
対
応
策
を

打
ち
出
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
去
る
九
月
十
日
最
高
裁
判
所
大
法
廷
に
お
い
て
、
浜
松
市
遠
州
鉄
道
上
島
駅
周
辺
土
地
区
画

整
理
事
案
に
関
す
る
判
決
が
な
さ
れ
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
計
画
段
階
に
お
け
る
訴
訟
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
判
例
変
更

が
裁
判
官
全
員
一
致
で
な
さ
れ
た
。

従
来
「
青
写
真
判
決
」
と
し
て
司
法
判
断
で
回
避
し
て
き
た
が
、
か
か
る
公
共
事
業
の
ト
ラ
ブ
ル
を
惹
起
さ
せ
て
い
る
行

政
府
の
責
任
を
政
府
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
。
改
め
て
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

二

第
一
六
九
国
会
質
問
第
四
五
四
号
に
お
い
て
、
「
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
る
経
済
波
及
効
果
」
に
つ
い
て
質
問
し
た
。

答
弁
書
「
二
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
「
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
る
経
済
波
及
効
果
は
、
事
業
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
宅

地
に
建
築
物
が
建
築
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
建
築
投
資
等
の
投
資
額
に
着
目
し
た
試
算
値
で
あ
り
、
地
価
の
上
昇
ま
た
は
下
落

に
よ
り
、
そ
の
試
算
値
が
変
動
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
、
ま
た
、
答
弁
書
「
二
に
つ
い
て
」
の
説
明
に
お
い
て
、
「
土

地
区
画
整
理
事
業
に
よ
る
乗
数
効
果
は
、
内
閣
府
の
経
済
社
会
総
合
研
究
所
が
示
す
短
期
日
本
経
済
マ
ク
ロ
計
量
モ
デ
ル
を

使
っ
て
お
り
、
仮
説
の
も
と
に
試
算
し
た
経
済
波
及
効
果
が
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

二



学
術
論
文
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
信
頼
性
を
担
保
で
き
な
い
仮
説
に
基
づ
く
試
算
値
を
実
務
書
で
あ
る
「
土
地
区
画
整
理
必

携
」
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
土
地
区
画
整
理
事
業
を
過
大
評
価
す
る
世
論
を
誘
導
し
よ
う
と
す
る
施
策
は
改
め
る
べ

き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

三

第
一
六
九
国
会
質
問
第
四
五
四
号
に
お
い
て
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
立
案
段
階
ま
た
は
、
公
共
事
業
再
評
価
段
階
に
お

け
る
「
費
用
対
効
果
」
に
つ
い
て
質
問
し
た
。

答
弁
書
「
三
に
つ
い
て
」
の
説
明
に
お
い
て
、

�

土
地
区
画
整
理
事
業
の
費
用
便
益
分
析
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
案
）

�

客
観
的
評
価
指
標
（
案
）
、
費
用
便
益
分
析
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
案
）
及
び
土
地
区
画
整
理
事
業
の
再
評
価
に
当
た
っ
て

の
指
標
及
び
判
断
基
準
（
案
）
に
つ
い
て

�

費
用
便
益
分
析
マ
ニ
ュ
ア
ル

を
提
示
さ
れ
た
が
、
評
価
の
指
標
及
び
判
断
基
準
に
客
観
性
を
欠
く
。
「
費
用
対
効
果
は
あ
く
ま
で
も
地
方
公
共
団
体
が
評

価
す
る
こ
と
で
、
地
方
分
権
の
時
代
の
中
で
、
国
土
交
通
省
が
押
し
付
け
る
べ
き
で
は
な
い
」
「
土
地
区
画
整
理
事
業
の
費

用
対
効
果
は
、
評
価
指
標
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
評
価
の
一
貫
性
と
客
観
的
評
価
基
準
を
公
表
し
、
国

三



民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。
国
土
交
通
省
と
し
て
は
費
用
対
効
果
の
実
態
的
検
証
説
明
を
す
べ
き
で
あ

り
、
地
方
公
共
団
体
が
恣
意
的
に
運
用
で
き
る
判
断
基
準
と
し
て
の
費
用
便
益
分
析
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
妥
当
性
を
欠
く
。
改
め

て
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

四

第
一
六
九
国
会
質
問
第
四
五
四
号
に
お
い
て
、
埼
玉
県
桶
川
市
の
組
合
施
行
下
日
出
谷
東
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お

け
る
検
討
委
員
会
の
存
在
、
な
ら
び
に
、
埼
玉
県
飯
能
市
岩
沢
北
部
・
南
部
土
地
区
画
整
理
事
業
（
地
方
公
共
団
体
施
行
）

の
見
直
し
に
関
す
る
有
識
者
会
議
の
存
在
を
事
例
紹
介
し
た
。

答
弁
書
「
四
に
つ
い
て
」
の
説
明
で
、
「
（
検
討
委
員
会
お
よ
び
有
識
者
会
議
な
ど
）
第
三
者
機
関
の
設
置
は
そ
の
前
段

階
の
措
置
で
あ
り
意
見
交
換
で
あ
っ
て
、
法
律
に
基
づ
か
な
い
設
置
で
あ
る
。
事
業
計
画
の
変
更
は
法
律
に
基
づ
い
て
お
こ

な
っ
て
い
る
」
「
柔
ら
か
い
区
画
整
理
と
い
う
の
は
従
来
の
区
画
整
理
の
考
え
方
と
異
な
る
」
と
し
て
い
る
。

埼
玉
県
桶
川
市
の
場
合
、
国
土
交
通
省
都
市
地
域
整
備
局
市
街
地
整
備
課
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
（
現
在
の
都
市
整
備

部
）
市
街
地
整
備
課
区
画
整
理
担
当
、
（
社
）
全
国
土
地
区
画
整
理
組
合
連
合
会
、
（
財
）
都
市
計
画
協
会
、
（
社
）
日
本

土
地
区
画
整
理
協
会
（
現
在
の
（
社
）
街
づ
く
り
区
画
整
理
協
会
）
な
ど
計
七
機
関
が
関
与
し
、
埼
玉
県
飯
能
市
の
場
合
、

埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
区
画
整
理
担
当
や
既
存
の
土
地
区
画
整
理
審
議
会
に
お
け
る
学
識
経
験
委
員
を
重
複
委

四



任
に
よ
っ
て
第
三
者
機
関
を
構
成
し
て
い
る
。

国
土
交
通
省
や
埼
玉
県
が
地
方
公
共
団
体
に
関
与
支
配
す
る
政
策
手
段
は
、
法
律
に
基
づ
か
な
い
第
三
者
機
関
と
し
て
公

共
事
業
の
公
正
を
担
保
し
て
い
る
か
疑
義
が
あ
る
。
国
土
交
通
省
は
地
方
分
権
を
標
榜
し
な
が
ら
、
実
態
は
中
央
集
権
を
踏

襲
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。

五

第
一
六
九
国
会
質
問
第
四
五
四
号
に
お
い
て
、
埼
玉
県
桶
川
市
の
組
合
施
行
下
日
出
谷
東
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お

け
る
検
討
委
員
会
の
会
議
録
は
保
存
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

し
か
る
に
、
答
弁
書
「
五
に
つ
い
て
」
の
説
明
に
お
い
て
、
「
桶
川
市
に
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
組
合
施
行
下
日
出
谷
東
特

定
土
地
区
画
整
理
の
事
業
見
直
し
に
お
け
る
検
討
委
員
会
の
議
事
録
は
保
存
し
て
い
る
」
「
桶
川
市
の
事
業
は
組
合
施
行
で

あ
り
、
桶
川
市
は
施
行
主
体
で
も
認
可
権
者
で
も
な
い
。
国
は
埼
玉
県
を
通
じ
て
、
地
権
者
に
対
し
て
キ
チ
ン
と
対
応
す
る

よ
う
指
導
は
で
き
な
い
が
、
助
言
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
し
て
い
る
。

当
該
検
討
委
員
会
を
主
催
し
、
（
社
）
日
本
土
地
区
画
整
理
協
会
（
現
在
の
（
社
）
街
づ
く
り
区
画
整
理
協
会
）
と
見
直

し
検
討
業
務
を
委
託
契
約
し
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
桶
川
市
自
身
で
あ
る
。
そ
の
桶
川
市
都
市
整
備
部
区
画
整
理
課
長
が
情
報

公
開
請
求
し
た
県
民
に
対
し
て
、
当
該
検
討
委
員
会
の
議
事
録
は
保
存
し
て
い
な
い
と
明
言
し
た
。
行
政
が
公
然
と
お
こ
な

五



う
情
報
隠
し
に
つ
い
て
、
関
連
す
る
上
位
官
庁
の
見
解
を
伺
い
た
い
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
指
導
改
善
す
る
の
か
。

「
国
は
桶
川
市
に
対
し
て
勧
告
し
強
権
的
に
指
導
す
る
立
場
に
な
い
」
と
し
な
が
ら
、
当
該
検
討
委
員
会
に
国
土
交
通
省

都
市
地
域
整
備
局
市
街
地
整
備
課
係
長
が
参
画
し
て
い
る
。
振
返
っ
て
、
旧
建
設
省
一
九
九
九
年
（
平
成
十
一
年
）
発
行

「
公
共
事
業
の
説
明
責
任
向
上
行
動
指
針
」
は
、
公
共
事
業
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
お
い
て
事
業
の
透
明
性
を
謳
っ
て

い
る
。
こ
の
理
念
を
更
に
具
体
的
に
地
方
公
共
団
体
に
徹
底
す
べ
き
で
あ
る
。
改
め
て
政
府
の
見
解
を
問
う
。

六

第
一
六
九
国
会
質
問
第
四
五
四
号
に
お
い
て
、
埼
玉
県
桶
川
市
の
組
合
施
行
下
日
出
谷
東
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
見
直

し
検
討
報
告
書
は
施
行
前
後
の
宅
地
価
格
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
増
進
率
を
担
保
し
よ
う
と
し

て
い
る
と
指
摘
し
た
。

答
弁
書
「
六
に
つ
い
て
」
の
説
明
に
お
い
て
、
「
下
日
出
谷
東
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
見
直
し
検
討
報
告
書
に
記
載
さ

れ
て
い
る
内
容
は
、
複
数
の
増
進
率
の
値
に
よ
る
事
業
収
支
を
試
行
的
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
り
、
事
業
計
画
変
更
認
可
の

際
に
は
、
不
動
産
鑑
定
評
価
に
基
づ
き
施
行
前
後
の
宅
地
価
格
を
当
該
事
業
に
定
め
た
」
と
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
該
検
討
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
業
見
直
し
方
策
の
比
較
検
討
に
よ
る
と
、
施
行
前
後
の
宅
地
価
格

を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
土
地
区
画
整
理
事
業
の
増
進
率
を
担
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
操
作
は
経
過
措
置
で
あ

六



り
試
行
的
検
討
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
が
、
詐
欺
的
操
作
を
国
が
容
認
し
て
い
る
。
こ
れ
が
発
展
し
て
「
柔
ら
か
い
区
画

整
理
」
を
放
任
す
る
こ
と
は
国
の
規
範
が
信
頼
に
値
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
改
め
て
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

七

第
一
六
九
国
会
質
問
第
四
五
四
号
に
お
い
て
、
「
換
地
計
画
」
と
「
仮
換
地
指
定
」
の
法
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
質
問
し

た
。答

弁
書
「
七
に
つ
い
て
」
及
び
そ
の
説
明
に
お
い
て
、
「
土
地
区
画
整
理
法
第
九
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
は
施
行
者
は

換
地
処
分
を
お
こ
な
う
前
に
お
い
て
、
土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
も
し
く
は
、
公
共
施
設
の
新
設
、
も
し
く
は
変
更
に
係
る

工
事
の
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
ま
た
は
、
換
地
計
画
に
基
づ
き
換
地
処
分
を
お
こ
な
う
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
施
行
地
区
内
の
宅
地
に
つ
い
て
仮
換
地
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
「
工
事
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
換
地
計
画
に
先
立
っ
て
仮
換
地
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
換
地
計
画
を
当
該
地
権
者
に
周
知
し
た
後
、
個
別
に
仮
換

地
指
定
を
お
こ
な
う
こ
と
が
法
律
と
し
て
の
建
前
で
あ
る
と
は
解
さ
な
い
」
「
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
、
第

一
義
的
な
責
任
を
有
す
る
施
行
者
は
、
工
事
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
換
地
計
画
に
先
立
っ
て
仮
換
地
を
指
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。

第
一
五
四
国
会
質
問
第
一
五
八
号
設
問
八
お
よ
び
第
一
五
五
国
会
質
問
第
三
四
号
設
問
六
で
も
言
及
し
て
い
る
が
、
現
実

七



に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
「
仮
換
地
指
定
」
は
無
原
則
的
に
「
換
地
計
画
」
に
先
行
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
い
く
ら
法
律
で
建

前
を
述
べ
て
も
、
事
業
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
は
「
仮
換
地
指
定
を
先
行
す
る
保
証
提
示
を
何
ら
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
の

で
、
換
地
計
画
に
拘
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。

従
っ
て
、
仮
換
地
指
定
が
無
原
則
的
に
換
地
計
画
に
先
行
す
る
現
実
に
鑑
み
、
法
体
系
の
順
序
性
を
遵
守
す
べ
き
で
あ

る
。
改
め
て
政
府
の
見
解
を
問
う
。

八

第
一
六
九
国
会
質
問
第
四
五
四
号
に
お
い
て
、
土
地
区
画
整
理
審
議
委
員
の
刑
事
罰
に
つ
い
て
質
問
し
た
。

「
土
地
区
画
整
理
事
業
は
「
換
地
」
な
ら
び
に
「
家
屋
の
移
転
補
償
」
等
「
個
人
情
報
」
ば
か
り
か
も
し
れ
な
い
が
、
国

や
地
方
自
治
体
の
公
的
補
助
を
受
け
た
事
業
が
、
秘
密
に
す
べ
き
「
個
人
情
報
」
の
対
象
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
し
か

も
、
施
行
者
は
「
個
人
情
報
」
を
理
由
と
し
て
、
土
地
区
画
整
理
審
議
委
員
に
「
守
秘
義
務
」
や
「
刑
事
罰
」
を
科
そ
う
と

し
て
い
る
の
か
と
の
問
い
に
対
し
、
答
弁
書
で
は
本
項
に
関
し
て
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
。
答
弁
書
「
八
に
つ
い
て
」
の
説

明
に
お
い
て
、
「
土
地
区
画
整
理
法
に
お
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
審
議
委
員
に
対
す
る
刑
事
罰
は
規
定
し
て
い
な
い
」
と

し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

か
つ
て
、
旧
建
設
省
都
市
局
区
画
整
理
課
は
一
九
七
八
年
（
昭
和
五
十
三
年
）
三
月
、
区
画
整
理
計
画
標
準
（
案
）
追
録

八



二
で
「
『
ま
ち
づ
く
り
』
を
す
す
め
る
に
あ
た
り
、
地
域
住
民
と
の
対
応
関
係
に
関
し
配
慮
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
」
を
発

行
し
た
。
い
わ
ゆ
る
住
民
参
加
に
言
及
し
て
い
る
。

三
十
年
前
に
は
住
民
参
加
の
あ
り
方
を
模
索
し
た
が
、
今
や
土
地
区
画
整
理
審
議
委
員
に
刑
事
罰
を
科
す
こ
と
が
公
共
事

業
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
住
民
対
応
が
変
わ
っ
た
の
は
何
故
か
。

技
術
論
と
し
て
土
地
区
画
整
理
事
業
運
用
指
針
が
流
布
さ
れ
た
が
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
目
的
・
理
念
が
今
や
形
骸
化

し
て
い
る
。
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
の
「
過
剰
反
応
」
と
い
う
べ
き
違
法
・
不
当
な
実
態
を
再
度
訴

え
る
。
改
め
て
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

九

一
九
九
九
年
（
平
成
十
一
年
）
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
七
条
二
項
の
法
律
改
正
に
言
及
し
、
そ
れ
ま
で
法
定
外
と
さ
れ

た
「
供
覧
」
に
実
定
法
上
の
根
拠
を
与
え
た
こ
と
に
つ
い
て
、
先
の
第
一
六
九
国
会
質
問
第
四
五
四
号
で
述
べ
た
。

答
弁
書
「
九
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
「
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
七
条
二
項
の
規
定
は
、
土
地
区
画
整
理
事
業
と
市
街

地
再
開
発
事
業
の
一
体
的
施
行
制
度
の
創
設
の
た
め
法
律
に
追
加
さ
れ
、
土
地
区
画
整
理
事
業
と
市
街
地
再
開
発
事
業
の
一

体
的
施
行
を
行
う
場
合
、
仮
換
地
が
将
来
の
換
地
と
一
致
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
場
合
に
、
清
算
金
以
外
の
事
項
を
換
地

計
画
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。

九



問
題
は
土
地
区
画
整
理
事
業
が
単
独
で
施
行
さ
れ
る
場
合
に
、
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
七
条
二
項
が
適
用
さ
れ
な
い
の

か
ど
う
か
で
あ
る
。

国
土
交
通
省
も
参
加
し
た
研
究
会
の
成
果
品
と
し
て
、
（
社
）
街
づ
く
り
区
画
整
理
協
会
が
二
〇
〇
六
年
（
平
成
十
八

年
）
十
二
月
に
発
行
し
た
「
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
情
報
の
開
示
等
検
討
会
報
告
書
」
に
よ
る
と
、
区
画
整
理
単
独

事
業
に
お
い
て
も
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
七
条
二
項
を
積
極
的
に
適
応
さ
せ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

「
仮
換
地
が
将
来
の
換
地
と
一
致
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
場
合
に
」
と
い
う
が
、
通
常
、
仮
換
地
が
換
地
に
帰
結
す
る

の
は
当
然
の
前
提
で
は
な
い
か
。
仮
換
地
段
階
に
お
い
て
、
清
算
金
以
外
の
事
項
を
換
地
計
画
と
し
て
縦
覧
す
れ
ば
、
土
地

区
画
整
理
法
は
本
来
の
法
体
系
を
維
持
で
き
る
。

法
解
釈
が
不
明
瞭
な
定
義
は
土
地
区
画
整
理
事
業
に
支
障
を
き
た
す
。

改
め
て
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

十

第
一
六
九
国
会
質
問
第
四
五
四
号
に
お
い
て
、
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
け
る
情
報
開
示
に
つ
い
て
質
問
し
た
。

答
弁
書
「
八
及
び
十
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
「
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
計
画
の
段
階
か
ら
当
該
事
業

の
段
階
に
応
じ
て
、
そ
の
内
容
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
利
害
関
係
者
の
意
見
が
十
分
に
反
映
さ
れ
る
仕
組
み
に

一
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な
っ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。

我
々
国
民
は
、
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
け
る
情
報
開
示
を
求
め
て
い
る
。
土
地
区
画
整
理
事
業
に
必
然
的
に
伴
う
減

歩
、
清
算
金
、
換
地
の
位
置
・
地
積
等
、
更
に
は
、
移
転
補
償
や
営
業
補
償
金
ま
で
も
公
開
し
て
、
開
か
れ
た
事
業
に
す
べ

き
で
あ
る
。

事
業
要
素
で
あ
る
減
歩
、
清
算
金
、
換
地
は
地
権
者
同
士
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
こ
れ
ら
の
事
業
要
素
の
公

開
は
土
地
区
画
整
理
事
業
の
工
事
概
成
時
（
事
業
最
終
段
階
）
で
し
か
お
こ
な
わ
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

何
故
、
答
弁
書
の
見
解
と
我
々
国
民
の
認
識
と
が
こ
の
よ
う
に
乖
離
し
て
い
る
の
か
。
国
は
土
地
区
画
整
理
事
業
が
ど
の

よ
う
に
施
行
さ
れ
て
い
る
か
真
摯
に
実
態
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。
当
該
地
権
者
や
地
域
住
民
に
と
っ
て
、
土
地
区
画
整
理
事

業
の
必
要
情
報
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
、
抗
告
訴
訟
は
も
と
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
事
業
に
抵
抗
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

改
め
て
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

十
一

先
の
第
一
六
九
国
会
質
問
第
四
五
四
号
で
次
の
と
お
り
述
べ
た
。

埼
玉
県
川
越
市
高
階
（
た
か
し
な
）
土
地
区
画
整
理
事
業
で
は
、
都
市
計
画
決
定
で
事
業
区
域
を
指
定
し
、
そ
の
先
の
事

業
計
画
へ
の
進
展
も
な
い
ま
ま
四
十
年
も
放
置
さ
れ
た
都
市
計
画
法
第
五
十
三
条
区
域
で
は
、
同
法
第
五
十
四
条
の
建
築
許

一
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可
基
準
を
大
幅
に
超
え
た
「
違
法
な
建
築
許
可
」
が
横
行
し
、
将
来
の
土
地
区
画
整
理
事
業
実
施
に
際
す
る
営
業
補
償
や
減

歩
率
等
に
支
障
を
き
た
す
建
築
の
無
法
地
帯
と
な
っ
て
い
る
。

答
弁
書
「
十
一
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
「
川
越
都
市
計
画
高
階
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
区
域
内
で
は
、
都
市
計
画

法
第
五
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
基
づ
き
、
同
法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
許
可
を
お
こ
な
っ
て
い
る
」
と
し
て

い
る
。

答
弁
書
は
「
川
越
市
へ
の
聴
取
に
よ
り
、
法
律
に
違
わ
ぬ
建
築
許
可
で
あ
る
と
確
認
し
た
」
と
判
読
で
き
る
が
、
全
く
受

入
れ
が
た
い
。
法
律
を
携
え
現
地
確
認
も
せ
ず
、
地
方
自
治
体
の
回
答
を
鵜
呑
み
に
す
る
国
家
管
理
の
杜
撰
さ
を
強
く
指
摘

す
る
。
長
期
間
の
事
業
認
可
施
行
不
履
行
は
「
行
政
の
不
作
為
」
で
あ
り
、
地
方
自
治
体
は
延
々
と
己
の
怠
慢
を
続
け
る
こ

と
に
な
る
。

前
述
の
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
け
る
情
報
開
示
同
様
に
、
何
故
、
答
弁
書
の
見
解
と
我
々
国
民
の
認
識
と
が
こ
の
よ
う

に
乖
離
し
て
い
る
の
か
。
国
は
土
地
区
画
整
理
事
業
が
ど
の
よ
う
に
施
行
さ
れ
て
い
る
か
真
摯
に
実
態
把
握
す
べ
き
で
あ

る
。
改
め
て
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

一
二


